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７  会議の概要  

委員長    令和元年６月定例会の建設委員会を開会いた

します。 

〔傍聴の申込み（２名）を許可〕  

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

委員長    審査に先立ち、委員会記録の署名委員に、岡

部委員、堀江委員を指名いたします。 

当委員会に付託されました各案件の審査につ

いては、各部局単位とし、お手元に配付して

あります委員会審査順序のとおり行う予定で

あります。  

これより、消防局所管分の議案の審査を行い

ます。 

議案第１０５号  富山市火災予防条例の一部

を改正する条例制定の件、 

議案第１１２号  工事請負契約締結の件（大

沢野消防署改築主体工事）、  

以上２件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

予防課長   〔議案第１０５号について、 

議案説明資料により説明〕 
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総務課長   〔議案第１１２号について、 

議案説明資料により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  

堀江委員   いよいよ大沢野消防署に女性仮眠室を整備す

るということでございますが、現在、富山市

において、女性が当直できる消防署は何カ所

あり、何名が当直勤務できる状況になってい

ますか。 

総務課長   現在、女性が当直できる施設といたしまして

は、今泉にございます富山消防署と北部地区

にございます富山北消防署の２カ所に女性用

の仮眠室を整備しております。 

当直できる人数につきましては、２カ所とも

１日２名が当直でき、消防の勤務体系で、２

４時間勤務の２交代制としておりますので、

それぞれ４名を配置できる状況となっており

ます。 

堀江委員   今、それこそさまざまな分野で女性活躍推進

ということが取り上げられていますけれども、

現在、富山市の消防職員で女性職員は何名お

られますか。 
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総務課長   現在、富山市消防局におきましては、女性消

防職員は１０名在籍しております。 

堀江委員   大変難しい試験を受けて合格してこられると

いうことで、希望といたしまして、女性職員

が占める割合は何％ぐらいが望ましいあり方

だというふうに思っていらっしゃいますか。  

総務課長   国のほうから、平成２７年７月に、消防本部

において女性職員が占める割合を５％まで増

加させることを目標とするよう通知が出され

ております。 

現在のところ、富山市消防局におきましては

２．１％という状況となっております。 

具体的に女性消防職員を増員する計画は、今

のところ持っておりませんが、女性の受験者

数自体が１割に満たない程度という状況もご

ざいまして、なかなか女性職員を採用すると

いうところには至っていないところもござい

ます。 

今後につきましては、市役所セミナーですと

か、女性向けの企業説明会等に出向きまして、

男性ばかりではなくて女性が活躍できる職場

であることをアピールしながら、増員に向け

て推進してまいりたいというふうに考えてお

ります。 
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堀江委員   今後、女性消防職員の使命の大きさをさまざ

まな面でさらにＰＲしていただいて、より充

実した消防体制となるようよろしくお願いい

たします。  

小西委員   新庁舎建設中は訓練場がなくなるわけですけ

れども、訓練はどこで行う予定ですか。 

総務課長   現状といたしましては、なかなか同規模の訓

練場がない状況でございます。消防団の方々

と協議しながら、どこが適正なところか選出

しながら進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

委員長    ほかにありませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、これをもって、議案の質

疑を終結いたします。  

これより、議案第１０５号、議案第１１２号、

以上２件を一括して、討論に入ります。 

討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１０５号、議案第１１２号、

以上２件を一括して、採決いたします。 

各案件は、原案のとおり決することに御異議

ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、各案件は原案可決されました。 

以上で、消防局所管分の議案の審査を終了い

たします。  

次に、消防局所管分で、議案以外に何か質問

はございませんか。 

竹田委員   ２００８年の消防法改正により、住宅用火災

警報器の設置が義務づけられておりますが、

１０年以上を経て、電池切れや老朽化がよく

指摘されております。  

まさに交換時期に来ているのではないかと思

いますが、どのような対策を講じていらっし

ゃいますか。 

予防課長   今ほど竹田委員がおっしゃったとおり、住宅

用火災警報器は古くなりますと、センサーな

ど電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感
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知しにくくなることがあるため、私どもとし

ては取りかえの目安を１０年とさせていただ

いております。  

これらを踏まえて消防としては、機器本体の

取りかえや日ごろからの維持管理、点検など

に関する情報を「広報とやま」、それから市

のホームページに掲載させていただくととも

に、出前講座や住宅防火訪問を通じて市民の

皆さんに呼びかけているところでございます。 

今後もあらゆる機会を捉えて呼びかけていき

たいというふうに考えております。 

竹田委員   わかりました。  

呼びかけていらっしゃる、啓蒙していらっし

ゃるのですが、浸透ぐあいというか、交換し

ているとか、そういう反応はいかがですか。  

予防課長   住宅用火災警報器は、センサーが古くなった

り電池がなくなってきますと、警報音を出す

仕組みになっております。警報音が鳴ってい

るが、どうすればいいのかという問合せが

時々ございますが、現地の消防署のほうで逐

次対応して、取りかえを進めているところで

ございます。 

竹田委員   了解いたしました。  
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もう１つ、質問をよろしいでしょうか。 

緊急消防援助隊について伺います。本年６月

１８日深夜に これはまだ名称はついていな

いのですけれども、新潟・山形地震と言った

らいいのでしょうか  新潟県で震度６強を観

測した地震が発生したわけです。その対応、

すなわち緊急消防援助隊については、市町村

の要請があり、都道府県を経由して消防庁長

官が判断して、また県、市町村へ指示がおり

てくるということは承知しているのですが、

今回の場合の対応はどういうものでしたか。  

警防課長   今回の地震では、新潟県で震度６強、山形県

で震度６弱と、２つの県にまたがって地震を

観測しております。 

総務省消防庁からは、富山県をはじめ多くの

都道府県に出動の準備の指示が出されており

ます。 

富山市におきましても、富山県大隊の一部と

して、救助工作車、救急車、ほか４隊と職員

２１名が出動の準備を行っております。 

富山市が緊急消防援助隊で出動する基本的な

出動計画といたしましては、石川県または岐

阜県で震度６弱の地震が発生した場合、もし

くは石川県で大津波警報が発令された場合な

どは直ちに被災地へ出動する指示が総務省消
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防庁から出されることとなっております。 

また、北海道、青森県ほか１７の都道府県に

つきましては、いずれも震度６弱以上の地震

が発生した場合や大津波警報が発令された場

合等には、出動の準備を行う旨の指示が出さ

れることとなっております。  

このほかに、首都直下地震と南海トラフ地震

等、それぞれの地震における出動先が計画さ

れているところでございます。 

竹田委員   了解いたしました。よろしくお願いします。 

五本委員   直近の消防団員の加入率はどうですか。 

総務課長   現在の消防団員数につきましては、本年６月

１日現在で２，３１２人となっております。  

充足率で言いますと、８７％弱といった状態

となっております。 

五本委員   それだけおられればまず何とかなっていくと

いうことは私もわかりますけれども、やっぱ

りまだもう少しかなと思います。大変苦労し

ているのはわかっているのですけれども。 

総務課長   これまでも消防団員の確保につきましては、

いろいろな方策をしているところでございま



9

す。一般質問で村上議員から御質問をいただ

いたような方策もとっております。直接的に

消防団員数の増につながる方策というのはな

かなかございませんが、これからもいろいろ

な方策を進めながら消防団員の確保に努めて

いきたいというふうに考えております。 

五本委員   各種会合へ行って話を聞いていて消防の話が

出ますと、まず１番に、どうして消防団にも

う少し入ってもらえないのかなという話をし

ます。すると、奥さん方は、「だって、危険

だって。そんなん危ないもん」と、このよう

にくるわけです。ですから、それを理解して

もらえるように話を持っていけば、もう少し

スムーズに進むのかなという気がしますので、

また努力を期待しております。要望です。 

小西委員   先ほど消防局長の言葉にもありましたけれど

も、不審火が連続して発生したということで

すが、消防としてどういう対応をされました

か。また、市内の不審火の発生状況は、昨年、

一昨年とどうなっていますか。 

予防課長   本年４月から５月にかけて、不審火と思われ

る火災が八尾地域、婦中地域、呉羽地区内で

連続して７件発生しております。  
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消防としては、不審火に対する注意喚起、そ

れから火災予防の徹底を呼びかけるというこ

とで、消防車両による巡回防火広報を消防団

の方とともに実施したところでございます。

昨年と一昨年の不審火の件数ですが、昨年は

２件、一昨年は９件となっております。 

小西委員   ことしはもう７件発生したということですね。 

予防課長   連続の不審火は先ほどの３地区で７件発生し

ているのですが、ことしに入って市全体では、

それを含めて１４件発生しております。 

小西委員   火災も増えていて、その中でも不審火が２割

以上、３割近くあるということは、市民の不

安をあおるようなことになっていますので、

今後ともよろしくお願いしたいというふうに

思います。  

委員長    ほかに質問はございませんか。  

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、建設委員会消防局所管分を終了いた

します。 
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午前１０時２４分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時３９分  再開  

委員長    引き続き、建設委員会上下水道局所管分に入

ります。 

本委員会に付託された案件及び議決不要の報

告案件がありませんので、上下水道局所管分

で、何か質問はございませんか。  

五本委員   １つ教えてほしいのですけれども、今、浜黒

崎浄化センターでは浄化槽汚泥が日量５０ト

ンか、四十七、八トンほどありますよね。日

量５０トンとして、焼却しないといけないで

すからね。私の今の知識ではほんの少ししか

頭に入っていないのだけれども、引き上げた

業者が脱水処理しているのか、浜黒崎浄化セ

ンターで脱水処理しているのか、どちらです

か。  

上下水道局長 浜黒崎浄化センターのほうで脱水処理まで行

っております。  

五本委員   その脱水処理したもので４８トンなのか、脱

水していないものでなのか、それがわからな

いのですけれども、どちらですか。 
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上下水道局長 汚泥の搬出量で日量を計算しておりますので、

脱水後の重量で換算しているはずです。 

五本委員   それに廃プラスチックなどを混合して焼却し

やすいようにして、立山町にある富山地区広

域圏クリーンセンターで焼却していると。僕

は広域圏クリーンセンターで燃やすごみが少

なくなってきたので、お互いにいいことだと

思っているのです。だから、そういう理解を

しているわけですけれども、その処理を全部

岩瀬地区でやっているわけですよね。工場が

あそこにあるものですから。古志町あたりの

町内会へ行きますと、そういう問題ばかりで

す。ごみはどこかほかへ持っていけないのか

と。  

今後、今度は廃プラスチック関係が出てくる

でしょう。まだ話題になっていないから大丈

夫だと思いますけれども、中国がこうなって

くると、廃プラスチックはどうするのかとい

う問題も環境部と協議を図るとかね。それは

これから考えていこうということで理解して

いいですか。 

上下水道局長 あくまでも浜黒崎浄化センターから排出され

る汚泥を使って、その汚泥に民間事業者のほ

うでプラスチックをまぜこむと。  
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広域圏クリーンセンターで焼却しているとい

う表現が正しいのか  恐らく広域圏クリーン

センターはごみを燃やすための補助燃料とい

うような形で使用されているとは思うのです

が、それにつきましても、あくまでも広域圏

クリーンセンターのほうの事業になります。

私どもは汚泥の再利用、汚泥の活用というこ

とを考えた上で、補助燃料にしていただくと

いう今の方法は非常にありがたい方法だと思

っております。  

ただ、浜黒崎浄化センターから出る汚泥量の

８５％相当が補助燃料のほうに回っておりま

して、残り１５％はまだ補助燃料に使えない

部分で  使えないといいますか、量が多過ぎ

るのかわかりませんが  これは別のところで

焼却するということになっておりますので、

そういう残りの部分の活用ももちろん考えた

上で、将来的に、五本委員がおっしゃいまし

た今問題になっている廃プラスチックの活用

といいますか、廃プラスチックの量を減らす

というようなことも、当然、環境部のほうと

は机を合わせて議論をしていかなければなら

ないところなのですが、あくまでも、その燃

料を必要とする広域圏クリーンセンターのほ

うが、実際どの程度の必要量を求めておられ

るのかにもよります。  
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しかし、近い将来には、きちんと話をしてい

って、解決に向かうような方法を検討してい

きたいというふうには思っております。 

五本委員   わかりました。  

ですが、恐らくかなり大きな問題なのですよ。

ですから、そこら辺をしっかりと環境部のほ

うと、あるいは広域圏クリーンセンターのほ

うとも手を組まないといけないことも出てく

るでしょう。下水道のほうでうまく処理でき

るものはやっていきたいと。  

何かと言いますと、岩瀬地区には、中間の処

理場と火葬場とごみの収集場があるでしょう。

岩瀬に全てがあるのです。廃棄物の話になる

と、僕はこてんこてんにやられるのです。こ

ういうことを４０年ずっとやってきておりま

すので、もう少しきちんとやってくれればあ

りがたいということを要望しておきます。ま

た何かありましたら教えてください。 

委員長    ほかに質問はございませんか。  

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、建設委員会上下水道局所管分を終了
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いたします。 

午前１０時４５分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時５２分  再開  

委員長    引き続き、建設委員会活力都市創造部所管分

の議案の審査を行います。 

議案第１１０号  工事請負契約締結の件（富

山港線軌道施設整備（その４）工事）、 

議案第１１１号  工事請負契約締結の件（富

山港線軌道施設整備（その５）工事）、 

議案第１１５号  字の区域の変更の件、 

以上３件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

路面電車推進課長 〔議案第１１０号について、 

議案第１１１号について、 

議案説明資料により説明〕 

建築指導課長 〔議案第１１５号について、 

議案説明資料により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    ないようですので、これをもって、議案の質

疑を終結いたします。  

これより、議案第１１０号、議案第１１１号、

議案第１１５号、以上３件を一括して、討論

に入ります。 

討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１１０号、議案第１１１号、

議案第１１５号、以上３件を一括して、採決

いたします。 

各案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、各案件は原案可決されました。 

以上で、活力都市創造部所管分の議案の審査

を終了いたします。 

次に、報告案件として提出されている 

報告第３３号 経営状況報告の件（株式会社
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まちづくりとやま） 

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。 

中心市街地 〔議案書により説明〕  

活性化推進課長

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  

堀江委員   今この質問をするのはどうかなと思うのです

が、まいどはやバスの話がございました。今

年度からシルバーアテンダント事業が始まっ

ていますが  そのことについては、今ここで

質問してよろしいでしょうか。 

委員長    それは、後ほどその他の質問のときに受け付

けたいと思います。 

ほかに質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、これをもって、質疑を終

結いたします。  

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。  
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次に、 

高齢社会における交通と健康モニタリング調

査分析結果について、  

中心市街地活性化基本計画の進捗について、  

以上２件を一括して、順次、当局の報告を求

めます。 

中心市街地 〔委員会資料により説明〕 

活性化推進課長

委員長    ただいまの説明について、何か質問はござい

ませんか。  

小西委員   委員会資料３ページの上段のほうに「同意を

得た国民健康保険加入者及び、後期高齢者医

療制度対象者」と書いてありますが、「同意

を得た」ということの同意を得るための中身

が、下手をすると個人の情報の保護にひっか

かるということにもなるのではないでしょう

か。  

中心市街地 こちらのほうですけれども、平成２８年度に 

活性化推進課長 御協力をいただきました１，４４０人の方に

改めて協力依頼の書類を送らせていただいた

際に、同意書のほうも添付させていただいて

おります。  
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そちらのほうでは、実際に、パネル調査の非

同意者の方もございまして、今回、平成３０

年度の調査参加者は６４４人となっておりま

す。  

小西委員   同意書で、明確に国民健康保険などのデータ

を使うということになっているわけですね。  

中心市街地 そうです。  

活性化推進課長

堀江委員   委員会資料７ページ、８ページに、基準値、

目標値、最新値がございますが、もう既に目

標値を超えている最新値が出ております。 

これについて、目標値を変更するというお考

えはあるのでしょうか。 

中心市街地 こちらの目標値を変更する場合ですけれども、  

活性化推進課長 改めて内閣府のほうに変更の届け出というも

のを出させていただいて、そちらのほうから

許可をいただいての変更という形になります。 

そういった点も踏まえまして、中心市街地活

性化協議会で目標値の変更を一度諮った上で、

内閣府へというような形になりますので、現

在のところは目標値の変更ということは考え

ておりません。  
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堀江委員   考えていないということですが、実際にさま

ざまなことに一生懸命取り組んでいただいて

いるおかげで、最新値等とてもいい結果が出

てきていると思います。 

目標値よりも上回ってしまったら、気持ちの

面で若干緩みが出るのではないかなと思うの

ですが、やっぱり目標は高く掲げたほうが、

さまざまな面で取り組む意欲もより出てくる

のではないでしょうか。 

活力都市創造部長 昨年度までの状況ということで、今回、目標

値を上回っているものもあれば、引き続き努

力が必要なものもございますが、今回一時的

によかったということがあります。やはりこ

れは傾向としてこのまま引き続くようにして

いかなければならないわけでありまして、私

どもとしては、目標値を１回上回ったから、

それでよしとするわけではなくて、この目標

値を上回る状況がずっと継続的に続くという

ことが大事であるというふうに考えておりま

す。１回上回ったから、さらにかさ上げする

という考えもあるということは理解できるわ

けですけれども、１回設定した目標値を安定

的に継続的に上回るように、今後も努力をし

ていきたいというふうに思っております。そ

の上で、安定的に上回っていくようであれば、
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再度また検討したいというふうに考えており

ます。 

小西委員   委員会資料８ページに中心市街地の居住人口

の社会増加が載っているわけですけれども、

これを積算してみますと、最初の第１期では

１８１人、第２期では６９３人、それから現

計画では２７４人、合計１，１４８人増加し

ているということになっていますが、このと

きに居住戸数というか、分譲マンション等の

戸数の増加がどれだけあるのか、それに対し

て人口がどれだけ増えているのかというのを

見ることも大事だというふうに思います。分

譲マンション等の居住戸数の数値の変化をお

願いいたします。  

居住対策課長 マンションの戸数ということでございますが、

２期、５年にかけてでございますけれども、

マンション自体の総数というものは現在把握

しておりません。ただし、平成２６年度から

平成３０年度の５年間で私どものまちなか居

住推進事業のまちなか共同住宅建設促進事業

補助金の対象となった共同住宅につきまして

は、７棟、３６０戸を把握しているものでご

ざいます。  
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小西委員   もう一度大きな声でお願いします。  

居住対策課長 ７棟、３６０戸です。  

竹田委員   委員会資料３ページです。おでかけ定期券の

「所有→所有」など３タイプ別の歩数の平成

２８年と平成３０年を比較しますと、どれも

減少しているのですが、これは何か理由は考

えられますか。  

中心市街地 こちらのほうに関しましては、まず平成２８ 

活性化推進課長 年度に御協力いただいた方と同じ方を対象に、

平成３０年度に調査しておりまして、２歳、

年をとられた上での比較という形になります

ので、やはりそういったところでちょっと歩

数のほうが少なくなっているのかなというふ

うに思います。  

小西委員   委員会資料９ページです。単純な質問ですが、

「健康な高齢者」ということで、要介護認定

だとか要支援認定を受けていない人を指して

いるのだと思いますけれども、認定を受けて

いない人で病気の人は、この「健康」の中に

入っているということになるのですか。 

委員長    質問の意味がわかりづらかったので、もう一
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回質問してください。  

小西委員   「健康な高齢者」ということで、委員会資料

９ページで割合を挙げているわけです。これ

は、要介護・要支援認定者を健康ではない人

ということでデータにしているのですけれど

も、要介護や要支援ではなくても病気になっ

ている人もいらっしゃると思うのです。そう

いう方は「健康」の中に入っているというふ

うにとれるのですが、どうなのでしょうか。  

委員長    小西委員に確認しますけれども、要はこの

「健康な高齢者」の定義についてですか。 

小西委員   そうです。 

活力都市創造部長 結局、我々が客観的に健康か健康でないかと

いうところを捉えられるのは、今、要介護認

定率  要介護認定を受けておられるのかどう

かということでしか客観的に捕捉できるもの

がございませんので、認定を受けておられな

い方でも病気の方もいらっしゃいますが、そ

うした方を捕捉するということは不可能でご

ざいますので、あくまで要介護認定率で捉え

ております。 
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小西委員   それで健康だと定義づけるのは、何かおかし

いような気もするのですけれども、どうなの

でしょうか。 

委員長    意見ですね。 

小西委員   意見です。 

委員長    受けとめてください。 

ほかに質問はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

次に、活力都市創造部所管分で、議案及びた

だいまの報告以外に、何か質問はございませ

んか。 

村上委員   先般、報道で桜木町、それから丸の内で再開

発の計画があるというふうなことがありまし

たけれども、その点について市はどのように

認識しておられるのかお聞かせください。 

都市再生整備課長 報道にありました、まず桜木町地区でござい

ますが、その地区につきましては、富山第一

ホテルなどがある地区になりますけれども、
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地区内の権利者の方々が平成２９年４月に桜

木町まちづくり協議会を立ち上げられて、そ

れ以後、まちづくりに関しての勉強会をして

おられます。本市に対しましても、相談等が

あったところでございます。  

今後につきましては、地権者の方々の再開発

に対する理解度が深まったことから、早けれ

ば来月ぐらいには準備組合を立ち上げて、今

後、もっと踏み込んだ対応をしていくという

ふうに伺っております。 

続きまして、丸の内地区でございますけれど

も、ここにつきましては、市として具体的な

相談等を受けておりませんので、認識はして

おりませんでした。 

地元地権者に伺ったところ、地元では将来に

向けて勉強会を開いているということでした

ので、今後、進んでいき、本市に対して具体

的な相談等があれば受けていきたいと思って

おります。  

村上委員   今ほど中心市街地の活性化の進捗状況も御報

告いただきましたが、いずれも中心部の活性

化に非常に重要な地点だというふうに思って

おります。相談というのは、一体どのような

相談を受けて アドバイスをしていいのかど

うかわかりませんが  それぞれどういう地区
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であればいいというふうに思っていらっしゃ

って、相談というのはどのようなことを相談

されているのでしょうか。 

都市再生整備課長 桜木町地区につきましては、まず再開発の要

件ですとか、そういう技術的な相談を受けて

おります。  

どのようなものをつくるのかということにつ

いては、富山市としても富山市のまちづくり

の方針がありますので、そういうことをお伝

えしながら、あとは地元で考えていただいて

いるというような状況であります。 

村上委員   丸の内地区については、報道によると公共と

いうような言葉もありました。報道があって

から話があったということですが、そういう

ことも相談はありましたか。  

都市再生整備課長 丸の内地区につきましては、具体的な相談と

いうのはまだありません。聞いたところによ

ると勉強会をしていますということですので、

今後また何かあるのかなとは思っています。  

活力都市創造部長 丸の内地区の件に関しましては、我々も新聞

報道を見て初めて知った状況でございます。

今ほど都市再生整備課長も説明を申し上げま
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したように、具体的な相談もまだ何も受けて

いない状況でありますので、地権者の方々の

一部の中でそういう動きがあるのかなという

ことを初めてわかった次第でございます。今

後、再開発事業の進め方とか、いろいろなこ

とについて、相談があれば、市として必要な

アドバイスをしていきたいというふうに考え

ております。 

それから桜木町地区につきましては、以前か

ら勉強会みたいなことをやっておられるとい

うことは伺っておりまして、必要に応じて今

後の再開発事業の進め方とか、いろいろな補

助制度といったようなことについては、こち

らからアドバイスをしておりました。 

いずれにしましても、再開発事業というのは

結局、地権者の方々の同意ですとかいろいろ

なことがあって、一定程度合意を得てからで

ないと、はっきり表明できないところもござ

います。今、そういったようなことで、再開

発事業に向けて地権者の方が中心となって一

生懸命取り組んでおられるというようなこと

でございますので、その進捗ぐあいに応じて

市としても必要な支援をしていきたいと考え

ております。その時点で、市として何か発表

できることがございましたら、また明らかに

していきたいというふうに考えております。  
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小西委員   進みつつある中央通りＤ北地区の市街地の再

開発についてです。私の共産党の控室が一番

南側にあって、今、総曲輪のものができて、

外を見ると、山並みがだんだん見えなくなっ

てきているということで、正直言って、非常

に残念に思っているのです。  

中央通りＤ北地区の市街地再開発事業が、今、

大体具体化してきていて、２５階建ての分譲

マンションだったというふうに思いますが、

この中で、それを売って事業費を稼いでいく

保留床になるのか、一部地権者の権利床にな

るのか、その辺はいろいろ詰めている中で、

市としてもつかんでおられるというふうに思

いますので、お聞きいたします。  

都市再生整備課長 今現在、中央通りＤ北地区におきましては、

地元地権者の意向を確認しまして、それによ

って保留床か権利床になると思っています。  

マンションにつきましては戸数が多いですか

ら、保留床の部分は大きいとは思いますけれ

ども、一部は権利床になるものというふうに

聞いております。  

小西委員   もう１つです。スケートリンクの計画もある

わけですけれども、これは誰が買うのか、地

権者の持つ権利床として賃貸するのか、その
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辺をお伺いいたします。 

都市再生整備課長 スケートリンクに限らず、どの部分が権利床

か、どの部分が保留床かにつきましては、現

在、組合として計画をつくっておられますの

で、まだはっきりとはしておりません。 

小西委員   そういう部分について相談だとか、相談され

たときに指導だとかは、市からはされるわけ

ですか。 

活力都市創造部長 本会議の場でも市長が答弁申し上げましたが、

市としては、そこに入るテナントですとか保

留床の部分のものについて、これがよくてこ

れがだめだといったようなことは言える立場

ではございません。 

ただ、富山市のまちづくりの方向性とかそう

いったようなことにつきまして、富山市とし

てはこのような基本的な考え方のもとでまち

づくりを進めているのだというようなことは

申し上げることはできますが、再開発事業の

中でこういった施設、あるいはこういった機

能を入れてほしいとか、この店を入れてほし

いというようなことは市がお話しするべきも

のではございません。そこのところにつきま

しては、今、再開発準備組合のほうでことし
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中の事業計画の認可と本部組合の設立に向け

て一生懸命計画を策定していらっしゃるとい

うようなことをお聞きしております。その事

業計画が  これは県の認可となりますけれど

も  認可されれば、その時点であとは細かい

具体的なものが見えてくるのではないかとい

うふうに考えております。 

竹田委員   富山地方鉄道不二越・上滝線の栄町駅が本年

３月に開業しております。周囲には富山県立

中央病院や富山県立大学看護学部もありまし

て、不二越・上滝線の利用者増につながって

いるのではないかと思いますが、栄町駅の利

用実績はどのようになっているのかお尋ねい

たします。  

交通政策課長 富山地方鉄道から本年４月、５月の速報値と

いうことでいただいております。  

その中では、１日当たりの乗降者数、利用者

数が約１４０人というふうに聞いております。 

ただ、ことしはゴールデンウイークが１０連

休と非常に長い休日であったということで、

それを除く平日ベースですと約１８０人とい

うことでございます。  

ちなみに近くの駅ですと、不二越駅では１９

７人の利用、大泉駅では１００人ぐらいの利
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用があるということで、不二越駅ぐらいの利

用があるということです。富山地方鉄道によ

りますと、１日当たり２００人ぐらいを今後

見込んでおりまして、過去の新駅開業の例か

らいきますと、徐々に利用は増えていくので

はないかという見込みを立てております。 

純粋な新駅による増加ということを見るには、

やはり前後の駅の利用者数というものを一定

期間見るべきだというふうに考えておりまし

て、そこは今後、富山地方鉄道とともに一緒

に検討していきたいということでございます。 

竹田委員   わかりました。今後徐々に増加してくるので

はないかということで、私たちも期待して、

利用実績が伸びればいいなと思っております。 

堀江委員   今、市の中心を走っているコミュニティバス

のまいどはやバスについてお聞きしたいと思

います。 

本年５月２７日からシルバーアテンダント事

業が始まりました。 

これはやはりまちなかを歩いていただく、あ

るいは買い物等を楽しんでいただく高齢者の

方々の安全に対し大変よい取組みだと思いま

すが、実際、シルバーアテンダントの今の配

置状況を教えてください。 
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中心市街地 シルバーアテンダント事業につきましては、 

活性化推進課長 まいどはやバスの車内で転倒防止の声がけな

どを行い、公共交通に対する安心感を醸成す

ることによりまして、高齢者等の外出機会を

増やし、中心市街地のにぎわい創出を図るこ

とを目的に、先ほど委員がおっしゃった本年

５月２７日から行っております。  

業務内容につきましては、中央ルート、清水

町ルートの２ルートを、午前、午後でルート

を変えまして、午前は９時から１１時の２時

間、午後は１時から５時までの４時間、アテ

ンダントをそれぞれ１人配置しております。  

業務内容ですけれども、１つに車内での安全

乗車の声がけ、２つに乗降時の補助、３つに

安全乗車を呼びかけるチラシの配布などを行

っております。  

堀江委員   評判などがあればお聞かせください。  

中心市街地 評判ですけれども、バスを利用されたお客様 

活性化推進課長 からは、足が悪いので乗りおりのサポートを

してもらえると大変助かるといった意見や、

免許を返納し、そのかわりにバスを利用する

際のことを考えると、とてもよい制度だとい

った声をいただいております。 
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堀江委員   これは富山市シルバー人材センターに委託と

いうことで、シルバー人材センターの方々に

お願いして、まいどはやバスに乗っておられ

る高齢者の方々の手助けをするということで、

いろいろな意味で事前の研修が必要ではない

かと思うのですが、いかがでしょうか。 

中心市街地 事業開始に向けた取組みにつきましては、ま 

活性化推進課長 ず委託先であります富山市シルバー人材セン

ターが運行事業者であります富山地方鉄道と

の打合せを行いまして、その中で、富山地方

鉄道のほうからありました要望に「足腰の強

い６０代の方」という表現がございましたの

で、そちらの会員の方１１名をシルバーアテ

ンダントに選び、業務マニュアル作成後、研

修会を実施いたしました。 

その後、実際にまいどはやバスに乗車されま

して、中央ルート、清水町ルートのルート確

認などを行い、開始当日を迎えるに至ったと

ころでございます。 

岡部委員   駅周辺整備の関係で少しお聞きしたいのです

が、南口には身体障害者用のタクシーの乗降

場所がないということがいつも気になってい

るのです。駅のロータリー部分に設置する考

えはないのかということを少し聞きたいので
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す。  

富山駅周辺 駅のロータリーのほうへ福祉タクシーという 

地区整備課長 か、身障者の方がいらっしゃる場合の乗降場

所ということでよろしいですね。  

今、南口のほうにはタクシーは乗り入れられ

ます。タクシーであれば、いろいろなタクシ

ーがありまして、タクシー業者によっては福

祉タクシーを持っておられる方、それはもち

ろん乗り入れられます。そちらに来ていただ

くことは可能ですし、南口に入っているタク

シー事業者にそういったタクシーを持ってい

る事業者もいらっしゃいますので、それはそ

ちらのほうで利用可能かと思います。 

まず、南口は一般車の乗入れはできませんの

で、そういったタクシーを利用していただく

ことで乗降は可能かなというふうに思ってお

ります。 

そのほか一般車で一般の方と来られる場合は

西口のほうに回っていただくことになってい

るかと思います。西口につきましては、今、

身障者用のスペースは専用ではございません

が、優先のスペースということで降車場を１

台設けております。 

今は暫定的な供用をしておりまして、もう２

年後ぐらいには西口交通広場を全部供用開始
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する予定ではございますが、その際にはもう

ちょっと配慮したようなことができないかと

いうところで、今検討しているところでござ

います。 

岡部委員   どうしても障害者の方の乗りおりには時間が

かかるので、そういうところも含めて、一般

車両とは分けて整備をいただくようにお願い

したいということと、これから北口の整備に

入っていくわけでありまして、北口にはしっ

かりと整備をしていただくということをお願

いしたいと思います。  

委員長    要望ということですね。 

小西委員   堀川南校区のコミュニティバスが本年６月３

日から運行開始したのですけれども、この利

用状況などはわかりますか。  

交通政策課長 オープンして間もない状況ですので、まだ数

値は入ってきておりません。  

小西委員   １カ月などの状況がわかりましたら、お知ら

せ願いたいと思います。 

委員長    ほかに質問はございませんか。  
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〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、建設委員会活力都市創造部所管分を

終了いたします。  

午前１１時４７分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後  ０時１１分  再開  

委員長    引き続き、建設委員会建設部所管分の議案の

審査を行います。  

議案第１０４号  富山市呉羽丘陵フットパス

連絡橋整備基金条例制定の件、 

議案第１１６号  財産取得の件（防災行政無

線設備）、  

以上２件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

公園緑地課長 〔議案第１０４号について、 

議案書により説明〕 

防災対策課長 〔議案第１１６号について、 

議案書により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 
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質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    ないようですので、これをもって、議案の質

疑を終結いたします。  

これより、議案第１０４号、議案第１１６号、

以上２件を一括して、討論に入ります。 

討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１０４号、議案第１１６号、

以上２件を一括して、採決いたします。 

各案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、各案件は原案可決されました。 

以上で、建設部所管分の議案の審査を終了い

たします。  

次に、報告案件として提出されている 

報告第６号  専決処分報告の件（損害賠償請
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求に係る和解の件）中、専決第３号、専決第

５号、専決第７号、専決第８号、  

報告第３４号 経営状況報告の件（公益財団

法人富山市ファミリーパーク公社）、 

報告第３５号 経営状況報告の件（一般財団

法人富山市婦中公園緑地管理公社）、 

以上３件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

道路管理課長 〔報告第６号中  

専決第３号、専決第５号、専決第８号につい

て、  

議案書により説明〕 

土木事務所建設課長 〔報告第６号中  

専決第７号について、  

議案書により説明〕 

公園緑地課長 〔報告第３４号について、  

報告第３５号について、 

議案書により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長    ないようですので、これをもって、質疑を終

結いたします。  

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。  

次に、建設部所管分で、議案及びただいまの

報告以外に、何か質問はございませんか。 

村上委員   富山市が管理しております橋についてお尋ね

したいと思います。５年に一度の目視点検が

昨年度終わったというふうに聞いております

が、その状況をお聞かせいただけますか。 

橋りょう保全対策課長 今委員がおっしゃいました５年に一度の近接

目視点検につきましては、点検後に健全性を

診断いたしまして、４段階に区分することと

しております。  

その結果でございますが、まず健全性Ⅰの健

全な橋梁の数が、１，２７２橋ございまして、

これは全体の５８％に相当いたします。 

次に、健全性Ⅱの予防保全段階の橋梁の数に

つきましては、７００橋ございまして、これ

は全体の３２％に相当いたします。 

次に、健全性Ⅲの早期措置段階の橋梁の数に

つきましては、２０５橋ございまして、これ

は全体の９％に相当いたします。  

次に、健全性Ⅳの緊急措置段階の橋梁の数に
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つきましては、４橋ございまして、これは全

体の０．２％に相当いたします。  

こうした結果から、構造物の機能に支障がな

い状態というふうに言われる健全性ⅠとⅡを

合わせた割合が９０％ということですので、

本市の橋梁の９割は健全もしくは比較的健全

というふうな状況ではございますが、残りの

１割に相当する２００橋余りに関しましては、

修繕ですとか、かけかえといった何らかの措

置が必要といった状況でございます。 

村上委員   昨年度でその結果が出たわけですが、今年度、

その１割、特に４橋は、今どういう状況にな

っているのですか。 

橋りょう保全対策課長 この４橋につきましては、今現在３橋が通行

どめの状況でございます。残りの１橋は健全

性Ⅳの中でも比較的状態がよかったものです

から、８トンの重量制限をかけ、あわせて沈

下量をはかるモニタリング装置を設置してお

ります。 

沈下量が所定より大きくなりますと、すぐに

私どものほうに連絡が来るようになっており

ますので、そういった場合はすぐに通行どめ

の措置をとるといった手はずとなっておりま

す。  
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村上委員   いずれも大事な通行に資するものだと思いま

すので、早急なる対応をよろしくお願いいた

します。 

小西委員   富山駅と東富山駅間の新駅が２０２１年春に

完成ということですけれども、本年５月末に

地元の説明会があって、そのときに付近の水

害の問題が  前から懸念されているのですけ

れども  意見が出されました。  

ただ、そのときは管轄が違うものですから、

この答えにはなっていなかったのですけれど

も、もし水害対策で進展があれば答弁願いま

す。  

河川課長   これは前年度も一般質問などであったのです

が、新駅とその周辺の開発、あと、それに伴

いまして、今は未利用地のところも宅地化が

進むのではないかということを踏まえまして、

今年度、既存の浸水対策を見直す作業に入っ

ております。その中で既存の計画を生かしつ

つ、  前年度の議会でも答弁しましたが  調

整池、貯留池の計画があるものを増強したり

とか、バイパス管の新設とか、そういうもの

を複合的にいろいろと絡めた対策になってい

くのではないかというふうに考えております。 

周辺開発につきましては、今回の６月議会で



42

県のほうでも答弁がありましたが、今年度、

開発業者の選定に進むということになってお

りまして、担当課と現在、開発業者に対して

の排出抑制の上限についての協議を進めてい

る段階になっております。 

ですので、前年度から比べますと、新たな浸

水対策の見直しという業務と、あと、開発に

伴う協議については県と必要な事項について

進めているというような状況になっておりま

す。  

ただ、浸水対策につきましては、今年度、基

本的な計画を立てていきますが、実施設計を

どのように進めていくのかということは、今

後その結果を踏まえてのことになりまして、

とりあえずは今年度の計画がどこまで詰めら

れるかということになると思いますので、そ

のあたりは委託の進捗を見ながら判断したい

というふうに考えております。 

小西委員   地元の人たちは大変心配したりしていますの

で、よろしくお願いいたします。  

竹田委員   本年６月１８日に発生した、新潟・山形地震

と言うのですか、それに際して、防災対策課

はどのような対応を行ったのかお伺いします。 
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防災対策課長 本年６月１８日の２２時２２分に発生した地

震でございますが、同２４分には富山県を除

く山形県から能登半島に至る日本海沿岸に津

波注意報が発表されました。  

これを受けまして、防災対策課のほうでは、

隣接県で大きな震度を観測したこともあり、

２２時４５分に職員が参集するとともに、注

意報は発表されませんでしたが、念のため津

波に対する警戒体制をとり、消防と連携し情

報収集を行ったところであります。 

その後、翌１９日の午前１時２分に津波注意

報が解除され、市内の被害が確認されなかっ

たことから、警戒体制を解除したところでご

ざいます。  

竹田委員   わかりました。今回の地震の場合は、本市が

震源地ではなく、大きな被害もなかったわけ

ですが、本市で同様な地震が起きた場合は、

どのような体制でどのような行動をとること

になっているのかお伺いします。  

防災対策課長 地震が発生した際の本市の体制等でございま

すが、富山市地域防災計画によりまして、震

度４の場合は第１非常配備といたしまして、

各所属数名程度が参集し、主に情報収集を行

い、必要に応じて担当部局が応急対策などの
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対応に当たることとなります。 

それから、震度５弱から５強になりますと、

第２非常配備となりまして、地区センター班

要員も参集するとともに、災害対策本部を設

置することになります。本部では、避難情報

の発令や情報収集、応援の要請など、さまざ

まな事柄に対応することとなります。 

さらに、各部局では防災計画に従いまして、

応急対策や支援など、多岐にわたる災害時の

活動を本部と連携しながら行い、また地区セ

ンター班要員は、自治振興会等と連携いたし

まして、避難所の開設・運営などを行うこと

となります。 

なお、山形県沖地震の最大震度は６強でござ

いましたが、本市では震度６弱になりますと

第３非常配備になりまして、全職員が登庁し、

職員全体をもって応急対策等を実施する体制

となります。 

竹田委員   幸い今回は本市ではそういう被害はなかった

のですが、いつ起きるとも限らないわけでご

ざいますので、ぜひ計画に沿って迅速に対応

いただきますようお願いします。  

委員長    ほかに質問はございませんか。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、建設委員会建設部所管分を終了いた

します。 

これで、６月定例会の当委員会に付託されま

した全議案の審査は終了いたしました。 

委員各位に御相談申し上げます。  

委員長報告については、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように取り計らいます。 

これをもって、令和元年６月定例会の建設委

員会を閉会いたします。 
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